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　平成26年度の固定資産税の課税対象となる
土地・家屋の評価額などを記載した「土地およ
び家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できます。
▶縦覧できる人＝市内に土地または家屋を所有
する納税者（または代理人）、納税管理人。
▶期間＝４月１日㊋～６月30日㊊（土・日曜日、
祝日を除く）、午前８時30分～午後５時15分。

▶ところ＝本庁・課税課（全市域分）、各支所
担当課（各支所管内分）。
▶縦覧内容＝●土地価格等縦覧帳簿…所在、地
番、地目、地積、評価額。●家屋価格等縦覧
帳簿…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、
評価額。
※所有者の住所や氏名または名称、非課税物
件などは記載されていません。

▶手数料＝無料。
▶持参品＝運転免許証や保険証など本人確認が
できるもの（代理のときは委任状も必要で
す）。

　平成26年度の固定資産税課税台帳（名寄帳）
の閲覧と写しの申請ができます。
▶閲覧・写しの申請ができる人＝①納税義務者
（または代理人）、納税管理人②土地・家屋を
借りている人で賃借料などを支払っている人
③土地・家屋の所有者や管財人など固定資産
を処分する権利がある人。

▶開始日＝４月１日㊋から（土・日曜日、祝日
を除く）、午前８時30分～午後５時15分。

▶ところ＝本庁・課税課または各支所担当課。
▶写し発行手数料＝1通300円（写しに証明が
不要な場合は、６月30日㊊までは無料）。

▶持参品＝運転免許証や保険証など本人確認が
できるもの（代理のときは委任状も必要）。②
は賃貸借契約書や賃借料払込領収書など資格
を証明できるものも持参。また、法人の使者
の場合は、法人印が押された委任状と使者の
身分証明ができるものを持参（可能であれば
法人印も持参）。

□問本庁・課税課

□問天草戦没者追悼式実行委員会事務局
　　（本庁・健康福祉政策課内）／各支所担当課

土地・家屋価格等縦覧帳簿を
　　　　　　　　　縦覧できます

固定資産税に関するお知らせ
固定資産税課税台帳（名寄帳）の
      閲覧と写しの申請ができます

天草戦没者追悼式を行います
期　日

４/  ３㊍

４/  ４㊎

４/  ７㊊

４/10㊍

４/11㊎

４/19㊏

地区名

栖　本

新　和

天　草

河　浦

有　明

五　和

御所浦

倉　岳

牛　深

会　　　場

栖本福祉会館

新和町民センター

天草勤労者体育館

一町田地区コミュニティセンター

有明町民センター

五和町コミュニティセンター

御所浦島開発総合センター

倉岳多目的研修集会施設

牛深総合センター

くらしの情報

　戦没者の慰霊と世界平和を祈念するため、天草市・
上天草市・苓北町合同で「天草戦没者追悼式」を行
います。
■と　き＝４月５日㊏ 午前10時から
■ところ＝天草市民センターホール

　市内の各地区でも右表の
とおり戦没者追悼式（平和
祈念祭）を行います。
　いずれも無宗教・献花方
式で行いますので、皆さん、
ぜひご参列ください。
※開始時間はいずれも午前10時から。

〔学芸員〕
■勤務場所・業務内容＝天草アーカイブズ本館（五和
支所内）や牛深・有明・新和地区にある資料整理書庫。
文書・史料の整理作業、来館者の相談対応。
■予定人員＝２人程度。
■応募資格＝学芸員の資格を持っている人で、パソコ
ンの基本操作（文書作成や表計算など）ができ、普
通自動車の運転免許を持っている人。
■雇用期間＝５月１日㊍から平成27年３月31日㊋ま
で。
■勤務時間＝週29時間（火～金曜日の午前８時30分
から午後４時45分まで〔祝日、年末年始を除く〕）。
■報酬（月額）＝17万1,800円（別途、通勤手当を要件
に応じて支給）。
■試験内容・日程＝面接・作文。４月６日㊐午前10時
から、市役所本庁２階・庁議室。
■申込方法＝市販の履歴書に必要事項を記入し、３月
31日㊊（必着）までに〒863－2201市内五和町御領
2943番地　天草アーカイブズへ郵送または持参し
てください。

非常勤職員を募集します非常勤職員を募集します非常勤職員を募集します

□問天草アーカイブズ☎㉕5515

■持参品＝献血カード（献血手帳）または身分証明書。

期　日

４/ ８㊋

４/ ９㊌

※いずれも400ml献血のみとなります。
時　  間

9：00～12：30

14：00～16：00

9：00～12：00

13：30～15：30

□問天草中央保健福祉センター☎㉔3737

場　　　所

天草建設会館（本渡町広瀬）

天草第一病院（今釜新町）

有明町民センター

天草厚生病院（有明町）

□問本庁・福祉課
　県福祉総合相談所☎096（381）4461

４月１日から
身体障害者手帳の
認定基準が変わります
□ペースメーカなどを入れた人

□人工関節などを入れた人

一律１級に認定

３月まで ４月から

〔股関節・膝関節〕
一律４級に認定

１、３、４級のいずれ
かに認定

※経過措置
　３月末までに作成された診断書･意見書で
６月末までに申請すれば、前の基準で認定。

４、５、７級、非該当
のいずれかに認定

〔足関節〕
一律５級に認定

５～７級、非該当のい
ずれかに認定

３月まで ４月から

□各地区戦没者追悼式日程（平和祈念祭）

　

市
で
は
、
市
内
の
個
人
や
事
業

者
を
対
象
に
、
雇
用
促
進
お
よ
び

産
業
振
興
に
向
け
た
事
業
の
募
集

を
行
い
ま
す
。
提
出
さ
れ
た
事
業

計
画
書
な
ど
を
審
査
し
、
採
択
さ

れ
た
事
業
を
市
の
委
託
事
業
と
し

て
実
施
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
①
市
内
の
個
人
や
事
業

者
②
事
業
実
施
の
た
め
の
具
体

的
な
事
業
計
画
を
も
っ
て
い
る

こ
と
。

▼
内
容
＝
①
地
域
の
発
展
や
産
業

の
振
興
が
期
待
で
き
る
事
業
で

あ
る
②
雇
用
機
会
を
創
出
す
る

効
果
が
高
い
事
業
で
あ
る
③
地

域
内
に
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、
今
後

の
地
域
の
発
展
や
地
域
に
お
け

る
継
続
的
な
雇
用
が
期
待
さ
れ

る
事
業
で
あ
る
（
草
刈
り
、
単

純
清
掃
等
の
軽
作
業
、
事
業
継

続
性
の
見
込
ま
れ
な
い
調
査
研

究
事
業
な
ど
は
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
）。

▼
事
業
実
施
期
間
＝
契
約
の
日
か

ら
平
成
27
年
３
月
31
日
㊋
ま

で
。

▼
申
請
方
法
＝
4
月
1
日
㊋
か
ら

同
11
日
㊎
ま
で
に
、
本
庁（
別

館
）・
産
業
政
策
課
内
に
備
え

付
け
の
申
請
書
･
事
業
計
画
書

な
ど
を
、〒
８
６
３

－

０
０
４

８
市
内
中
村
町
10

－

８　

天
草

市
役
所
・
産
業
政
策
課
へ
郵
送

（
必
着
）ま
た
は
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
申
請
書
な
ど
は

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取

得
で
き
ま
す
。

□問
本
庁（
別
館
）・
産
業
政
策
課

　

４
月
１
日
㊋
か
ら
、
次
の
区
域

を
新
た
に
供
用
開
始
し
ま
す
。

▼
下
水
道
処
理
区
域
＝
本
渡
町
、

今
釜
町
、
亀
場
町
、
天
草
町
高

浜
の
各
一
部
。

▼
漁
業
集
落
排
水
処
理
区
域
＝
佐

伊
津
町
、
倉
岳
町
宮
田
の
各
一

部
。

▼
農
業
集
落
排
水
処
理
区
域
＝
倉

岳
町
棚
底
の
一
部
。

　

下
水
道
工
事
が
完
了
し
、
下
水

道
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
地
区
の
家
庭
や
事
業

所
な
ど
は
、
排
水
管
を
下
水
道
に

接
続
す
る
工
事
や
ト
イ
レ
の
水
洗

化
を
早
め
に
実
施
す
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

　

な
お
、
供
用
開
始
に
関
す
る
図

書
を
３
月
17
日
㊊
か
ら
同
31
日
㊊

ま
で
、
次
の
場
所
で
縦
覧
で
き
ま

す
。

▼
本
渡
町
、
今
釜
町
、
亀
場
町
の

区
域
＝
本
渡
浄
化
セ
ン
タ
ー
。

▼
天
草
町
高
浜
の
区
域
＝
天
草
支

所
。

▼
佐
伊
津
町
の
区
域
＝
佐
伊
津
地

区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
。

▼
倉
岳
町
宮
田
、
棚
底
の
区
域
＝

倉
岳
支
所
。

□問
本
庁
・
下
水
道
課
（
本
渡
浄
化

セ
ン
タ
ー
内
）☎
㉓
３
４
９
８

産
業
振
興
に
向
け
た

　
　

事
業
を
募
集
し
ま
す
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